


 

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」（抄） 
（平成１５年１２月 犯罪対策閣僚会議） 

 
第２ 社会全体で取り組む少年犯罪の抑止 
 
 ３ 少年を非行から守るための関係機関の連携強化 
 

① 関係機関等の連携による少年サポートチームの普及促進 
      

非行や犯罪被害等の問題を抱えた個々の少年を支援するため、学校、

教育委員会、児童相談所、警察、保護観察所等の関係機関とボランティ

アが少年サポートチームを形成し、それぞれの専門的知見を生かして問

題の解決に当たることは、非行少年の立直り等の少年の健全育成に有効

であることから、少年サポートチームの普及を促進し、その活動の活性

化を図る。また、関係行政機関相互の情報共有や少年サポートチームの

普及促進及び活動の活性化を図るため、必要に応じた法整備等の方策の

検討を行う。   
  




